
令 和 ５ 年
６月16日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
案
の
縦
覧
（
自
然
保
護
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

家
畜
商
講
習
会
の
開
催
（
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
公
告

一
般
競
争
入
札
の
実
施

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
局
告
示

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
八
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。当

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
七
日
ま

で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

Ｕ
Ｂ
Ｅ
株
式
会
社

住

所

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
九
六

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

Ｕ
Ｂ
Ｅ
株
式
会
社
生
産
・
技
術
本
部
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
東
地
区

所
在
地

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
一
〇

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
四
号
の
化

学
肥
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
及
び
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
同
表
第
二
十
七
号
の
無
機
化
学

工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
及
び
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
同
表
第
三
十
三
号
の
合
成
樹

脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
同
表
第
四
十
一
号
の
香
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗

浄
施
設
、
同
表
第
四
十
六
号
の
有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
及
び
廃
ガ
ス

洗
浄
施
設
、
同
表
第
四
十
七
号
の
医
薬
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
分
離
施
設
及
び
廃
ガ

ス
洗
浄
施
設
、
同
表
第
六
十
三
号
の
金
属
製
品
製
造
業
又
は
機
械
器
具
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ

ス
洗
浄
施
設
、
同
表
第
六
十
三
号
の
三
の
石
炭
を
燃
料
と
す
る
火
力
発
電
施
設
の
う
ち
、
廃
ガ
ス
洗

浄
施
設
、
同
表
第
七
十
一
号
の
四
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
、
同
表
第
七
十
四
号
の
特
定
事
業
場
か

ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設
並
び
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年

政
令
第
四
百
三
十
三
号
）
別
表
第
二
第
十
五
号
の
廃
棄
物
焼
却
炉
か
ら
発
生
す
る
ガ
ス
を
処
理
す
る

施
設
の
う
ち
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
湿
式
集
じ
ん
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表

の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

一
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目

次
















処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

中

和

装

置

処
理
前

変
更
前

六
・
五

五

～

七

三
・
五

四
・
四

一
八

二
二
検
出
せ
ず

〇
・
六
九

一
・
七

〇
・
〇
五

〇
・
二

一
〇
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

一
五

〃

二
五

二
・
五

〇
・
七

六

〃

〃

一
八
、
〇
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

処
理
後

変
更
前

七
・
五

六
・
五

～

八
・
五

〃

四
・
四

〃

二
二
検
出
せ
ず

〇
・
六
九

一
・
七

〃

〃

一
〇
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

変
更
後

〃

六

～

九

〃

一
五

〃

二
五

二
・
五

〇
・
七

六

〃

〃

一
八
、
〇
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

項

目

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

変
更
前

七
・
四

六

～

九

一
〇
・
九

二
〇

一
五
・
九

二
五

二
・
五

一
五

四
八

〇
・
〇
五

〇
・
八
二
八
、
二
三
〇
・
八
三
五
、
九
四
〇
・
八

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．2

排

水

口

変
更
前

七
・
二

〃

五
・
二

〃

一
二

〃

〃

一

五

〃

〃

五
〇
、
二
九
九
・
九

五
二
、
五
四
一

変
更
後

〃

〃

五
・
六

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
〇
六

〃

四
二
、
二
九
九
・
九

四
四
、
五
四
一

No．3

排

水

口

変
更
前

七
・
五

〃

三
・
五

一
五

一
八

〃

〃

〇
・
六
九

六

〇
・
〇
五

〇
・
二

一
〇
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
七

〃

〃

〃

一
八
、
〇
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

No．6

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

四
・
五

七

〃

〃

〇
・
六

三

〃

〃

九
一
、
二
〇
〇

九
一
、
二
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．7

排

水

口

変
更
前

八
・
三

〃

三
・
一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
〇
六

〃

六
四
八
、
〇
〇
〇

六
四
八
、
〇
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
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No．10

排

水

口

変
更
前

七
・
五

〃

四
・
六

二
〇

一
三

〃

〃

五
・
八

二
三

〇
・
二
二

二
七
七
、
七
一
一
・
六
八
五
、
三
二
六
・
四

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

山
口
県
告
示
第
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

山
陽
小
野
田
市
急
患
診
療
所

山
陽
小
野
田
市
大
字
東
高
泊
一
九
四
七

の
一

令
和
五
、

三
、
三
一

楊
井
歯
科
医
院

岩
国
市
錦
町
広
瀬
六
六
七
八

〃

〃

〃

森
本
歯
科
医
院

光
市
光
井
三
丁
目
一
一
番
一
一
号

〃

〃

〃

し
の
だ
薬
局

宇
部
市
大
字
東
須
恵
七
五
一
の
二
〇

〃

〃

〃

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

廃
止
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
ニ
チ
イ

学
館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
西
岐
波
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

宇
部
市
大
字
西
岐

波
一
五
四
五
の
一

令
和
五
、三
、
三
一

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ス

神
戸
市
須
磨
区
弥

栄
台
三
丁
目
一
五

の
一

訪
問
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
て
と
て
と
岩
国

岩
国
市
麻
里
布
町

三
丁
目
一
六
番
二

二
号

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
百
九
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

恩
田
ホ
ー
ム
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
部
市
草
江
二
丁
目
一
番
四
五
号

令
和
五
、

五
、

一

ふ
か
み
つ
乳
腺
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

寿
町
三
丁
目
四
番
二
四
号

〃

〃

〃

ひ
な
た
薬
局

〃

草
江
二
丁
目
一
番
四
四
号

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
百
九
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

白
木
、
森
野
区
域

船
び
き
網
漁
業

公

告

（
一
一
二
）
特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
案
の
縦
覧

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
保
護
地
区
を
指
定
し
た
い
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
指
定
に
係
る
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区

域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

三
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令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

松
岳
山
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

松
岳
山
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
（
面
積

四
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

㈠

特
別
保
護
地
区
の
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

㈡

指
定
の
目
的

当
該
区
域
は
、
広
葉
樹
を
中
心
と
し
た
森
林
及
び
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
史
跡
を
有
し
、
メ

ジ
ロ
、
ウ
グ
イ
ス
、
キ
ビ
タ
キ
等
の
各
種
の
鳥
獣
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
に
あ
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区
と
し
て
指
定
し
、
当
該
区
域
内
の
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
地

の
保
護
を
図
る
。

五

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

六

縦
覧
の
場
所

山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

東
行
庵
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

東
行
庵
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
（
面
積

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

㈠

特
別
保
護
地
区
の
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

㈡

指
定
の
目
的

当
該
区
域
は
、
広
葉
樹
を
中
心
と
し
た
森
林
及
び
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
史
跡
を
有
し
、
カ

ワ
ラ
ヒ
ワ
、
メ
ジ
ロ
、
ツ
バ
メ
等
の
各
種
の
鳥
獣
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
に
あ
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区
と
し
て
指
定
し
、
当
該
区
域
内
の
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
地

の
保
護
を
図
る
。

五

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

六

縦
覧
の
場
所

山
口
県
下
関
農
林
事
務
所

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
下
関
農
林
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

平
原
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

平
原
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
（
面
積

三
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

㈠

特
別
保
護
地
区
の
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地

㈡

指
定
の
目
的

当
該
区
域
は
、
広
葉
樹
及
び
針
葉
樹
の
混
交
林
を
有
し
、
メ
ジ
ロ
、
ヤ
マ
ガ
ラ
、
ウ
グ
イ
ス
等

の
各
種
の
鳥
獣
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
に
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護

地
区
と
し
て
指
定
し
、
当
該
区
域
内
の
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
地
の
保
護
を
図
る
。

五

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

六

縦
覧
の
場
所

山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

小
野
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

四
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小
野
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
（
面
積

五
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

㈠

特
別
保
護
地
区
の
区
分

集
団
渡
来
地

㈡

指
定
の
目
的

当
該
区
域
は
、
オ
シ
ド
リ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
鳥
類
が
越
冬
の
た
め
渡
来
す
る
小
野
湖
を

有
し
、
鳥
類
の
休
息
地
と
し
て
特
に
良
好
な
生
息
環
境
に
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

特
別
保
護
地
区
と
し
て
指
定
し
、
当
該
区
域
内
の
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
地
の
保
護
を
図
る
。

五

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

六

縦
覧
の
場
所

山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

（
一
一
三
）
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商
講

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

家
畜
の
取
引
の
事
業
を
営
む
た
め
、
家
畜
商
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で

㈡

場
所

防
府
市
牟
礼
一
〇
三
一
八

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
教
育
棟
第
二
教
室

三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

目

時

間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六

四

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
願
書
に
家
畜
商
講
習
会
受
講
手
数
料
三
千
四
百
八
十
円
に

相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
及
び
写
真
（
縦
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）
を

貼
っ
て
、
県
内
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
水
産
事
務
所
又
は

農
林
事
務
所
の
畜
産
部
に
、
県
外
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号

七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

五

受
講
願
書
の
提
出
期
限

令
和
五
年
七
月
六
日
（
木
曜
日
）

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
五
五
六
）
又
は
最
寄
り
の
農
林
水
産
事
務
所
若
し
く
は
農
林
事
務
所

の
畜
産
部
に
す
る
こ
と
。

（
一
一
四
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
中
国
技
術
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
、
山
口
市
、
下
松
市
、
岩
国
市
、
周
南
市

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
五
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

四
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（
一
一
五
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
山
口
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
水
準
測
量
）

二

作
業
の
地
域

防
府
市
大
字
上
右
田

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
三
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

公
安
委
員
会

公

告一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
等
の
借
入
れ

㈠

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

初
動
捜
査
支
援
シ
ス
テ
ム

一
式

㈡

物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

使
用
期
間

令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間

㈣

使
用
場
所

契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
場
所

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
九

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品

等
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
五
年
山
口
県
告
示
第
四
十
七
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お

い
て
、
パ
ソ
コ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
類
に
つ
い
て
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
競
争
入

札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務

委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

山
口
県
警
察
本
部
刑
事
部
捜
査
支
援
分
析
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

㈢

受
領
期
限

令
和
五
年
七
月
二
十
六
日
午
後
五
時
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
五
年
七
月
二
十
七

日
午
後
一
時
三
十
分
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時
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㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
五
階

刑
事
部
会
議
室

㈡

日
時

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日
午
後
一
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈤

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
五
年
七
月
十
日
午
後
五
時
ま
で
に
、
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六
〇
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
警
察
本
部
刑
事
部
捜
査
支
援
分
析
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
contract:
F
inance
D
ivision,
Police
A
dm
inistration
D
epart-

m
ent,Y
am
aguchi
Prefectural
Police
H
eadquarters

⑵

N
ature
and
quantity
of
the
products
to
be
leased
:
A
set
of
initial
investigation

support
system

⑶

Period
of
use:F
rom
M
arch
1,2024
to
F
ebruary
28,2027

⑷

Place
of
use:Places
specified
separately

⑸

D
ivision
in
charge
ofthe
procurem
entand
C
ontactpointfor
the
notice:Investigative

SupportA
nd
A
nalysis
D
ivision,C
rim
inalInvestigation
D
epartm
ent,Y
am
aguchiPrefec-

tural
Police
H
eadquarters,1-1
T
aki-m
achi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-0110)

⑹

D
eadline
for
tender
subm
ission
:
5
:00
P.M
.
July
26,
2023
(If
brought
in
person
:

1
:30
P.M
.July
27,2023)

企

業

局

山
口
県
企
業
局
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
木
屋
川
工
業
用
水
道
二
条
化
事
業
送
水
管
布
設
（
上
大
野
送
水
管
）
工
事
（
第
二
工
区
）
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下

「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

弘

田

隆

彦

一

木
屋
川
工
業
用
水
道
二
条
化
事
業
送
水
管
布
設
（
上
大
野
送
水
管
）
工
事
（
第
二
工
区
）

㈠

工
事
場
所

下
関
市
菊
川
町
大
字
上
大
野
字
大
野
原
か
ら
同
大
字
字
上
ノ
原
ま
で
の
間

㈡

工
事
の
概
要

工

法

延

長

泥

濃

式

推

進

工

法

三
六
四
メ
ー
ト
ル

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
三
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告
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示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の
Ａ
等

級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
土
木
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
事
業
体
の
代
表
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⚑

告
示
二
の
㈠
の
規
定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が

水
道
施
設
工
事
の
Ａ
等
級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

令
和
五
年
六
月
十
五
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
通
知
し
た
法
第
二
十

七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の
（
以
下
「
総
合
評
定

値
」
と
い
う
。
）
の
土
木
一
式
工
事
の
数
値
が
千
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
水
道
施
設
工
事
の
数

値
が
七
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

⚑

告
示
二
の
㈠
の
規
定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が

水
道
施
設
工
事
の
Ａ
等
級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

土
木
一
式
工
事
及
び
水
道
施
設
工
事
に
つ
い
て
総
合
評
定
値
の
通
知
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下

「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

令
和
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
七
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈣

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
令
和
五
年
八
月
一
日
ま
で
に
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
企
業
局
西
部
利
水
事
務
所
（
電
話
〇
八
三－

二
八
七

－

一
一
二
二
）
に
す
る
こ
と
。

令
和
五
年
六
月
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
六
月
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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